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規則第３条 表１「基本的な図書」 

申請者名・件名  

設計者又は 

代理者 

 

記名欄 

上記の確認申請書に添付した構造関係図書については、添付図書・明示事項との整合及び申請

図書間の整合を確認しました。 

 

    

設計者 

 

氏名記入欄 

工作物の種類 構造 高さ  

 造 M  

 

確認申請提出前に下記項目について内容確認の上、該当する各チェック欄に■またはレを記入して下さい。 

下記事項が確認されていることを前提に受理時の審査を行います。 

 図書の種類 明示すべき事項 ﾁｪｯｸ欄 

申請書 第 10 号様式 必要事項全て。添付図書には設計者の氏名が記載されている。 □ 

公図の写し 申請敷地範囲 □ 

添付図書 

（共通） 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 □ 

配置図 縮尺及び方位 □ 

敷地境界線、申請に係る工作物の位置及び申請に係る工作物

と他の建築物及び工作物との別 
□ 

土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ □ 

平面図又は横断面図 縮尺 □ 

主要部分の材料の種別及び寸法 □ 

側面図又は縦断面図 縮尺 □ 

工作物の高さ □ 

主要部分の材料の種別及び寸法 □ 

構造詳細図 縮尺 □ 

主要部分の材料の種別及び寸法 □ 

構造計算書 応力算定及び断面算定 □ 

委任状 確認の申請を代理者に委任する場合のみ。 □ 

他の許認可証等の写し 都市計画法・風致地区・高度地区・生産緑地法・景観法・占

用許可・自費工事許可等 
□ 

 

規則第 3 条 表 2 工作物の種類に応じて各建築基準関係規定に適合することの確認に必要な図書 

（い） 図書の種類 明示すべき事項 ﾁｪｯｸ欄 

令第 140

条の規定

が適用さ

れる工作

物 

（鉄筋コ

ンクリー

ト 造 の

柱､鉄柱､

配置図 鉄筋コンクリート造等の柱の位置、構造方法及び寸法 □ 

平面図又は横断面図 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の位置及び構造方法並びに

材料の種別、寸法及び平面形状 
□ 

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、構造方法及び寸

法 
□ 

構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、

寸法及び構造方法並びに材料の種別 
□ 

側面図又は縦断面図 鉄筋コンクリート造等の柱の各部の高さ及び構造方法並びに

材料の種別、寸法及び立面形状 
□ 
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木柱等令

第 138 条

第 1 項第

2 号） 

近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方

法 
□ 

構造耐力上主要な部分である部材（接合部を含む。）の位置、

寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法 
□ 

構造詳細図 構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並び

に溶接の構造方法 
□ 

鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法 □ 

鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ □ 

管の接合方法、支枠及び支線の緊結 □ 

基礎伏図 基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法 □ 

敷地断面図及び基礎・地盤説

明書 

支持地盤の種別及び位置 □ 

基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置 □ 

基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠 □ 

使用材料一覧表 構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別 □ 

施工方法等計画書 打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に

対する構造耐力上の安全性を確保するための措置 
□ 

コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法 □ 

コンクリートの型枠の取外し時期及び方法 □ 

令第 38 条第 3 項 基礎の構造方法が国土交通大臣の定めた構造方法を用いてい

る。100 キロ N/㎡超の接地圧の場合、良好な支持地盤に達し

ている 

□ 

令第 38 条第 4 項 令第 38 条第 3 項の規定によらず、基礎の国土交通大臣が定め

る基準で計算している 
□ 

令第 39 条第 2 項 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造について国

土交通大臣が定める基準である 
□ 

令第 40 条ただし書き（木造） 茶室・あずまや又は１０㎡以内の物置等（第 3 節適用外に該

当） 
□ 

令第 47 条第 1 項（木造） 構造耐力上主要な継手･仕口が国土交通大臣が定める方法で

緊結されている 
□ 

令第 66 条（鉄骨） 柱の脚部の固定 □ 

令第 67 条第 2 項（鉄骨） 構造耐力上主要な継手･仕口が国土交通大臣が定める方法又

は認定を受けたもので緊結されている（認定書添付あり） 
□ 

令第 69 条（鉄骨） ブレース・耐力壁が釣合いよく配置されている。又は国土交

通大臣が定める方法により安全が確かめられている 
□ 

令第 73条第 2項,第 3項ただ

し書き（ＲＣ） 

鉄筋の継手長さを４０ｄ以上（鉄筋の引張力が最も小さい部

分に設ける場合は２５ｄ以上）又は、国土交通大臣の定めた

方法 

□ 

令第 79 条第 2 項（ＲＣ） 鉄筋のかぶり厚さについて国土交通大臣が定めた構造方法及

び認定を受けた部材を使用している 

□ 

 

令第 79 条の 3 第 2 項（ＳＲ

Ｃ） 

鉄骨のかぶり厚さについて国土交通大臣が定めた構造方法及

び認定を受けた部材を使用している 
□ 

令第 139 条第 1 項第 4 号イ （煙突及び煙突の）支線について国土交通大臣が定める方法

によりしたがった構造計算である 

□ 

 

構造方法の認定書の写し 防火上必要な品質に関する技術的基準に適合するものである

ことについて国土交通大臣の認定受けたもの等 
□ 

 


